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は 

じ 

め 

に

　

明
治
期
以
来
、
行
政
権
概
念
に
つ
い
て
、
憲
法
学
の
伝
統
的
学
説
は
、
控
除
説
を
採
用
し
て
き
た
。
こ
の
控
除
説
に
よ
れ
ば
、
日
本

国
憲
法
七
三
条
に
掲
げ
ら
れ
た
「
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
」（
二
号
）
や
「
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
」（
三
号
）
は
、
か
つ
て
天
皇

の
統
治
権
総
攬
の
も
と
に
あ
っ
た
国
家
作
用
か
ら
立
法
お
よ
び
司
法
が
分
離
し
た
後
に
残
っ
た
作
用
で
あ
り
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て

そ
れ
ら
は
内
閣
の
手
に
移
さ
れ
る
こ
と
で
、
憲
法
六
五
条
に
い
う
「
行
政
権
」
に
集
中
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
伝
統
的

学
説
に
よ
っ
て
、
条
約
の
締
結
を
含
む
外
交
関
係
処
理
（
以
下
「
外
交
行
為
」）
が
内
閣
の
専
権
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
同
学
説
に
よ

る
行
政
権
概
念
の
控
除
説
的
理
解
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
控
除
説
に
対
し
て
は
予
て
よ
り
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
同
説
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
学
問
的

営
為
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。
就
中
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
行
政
改
革
の
要
諦
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
「
内
閣
機

能
の
強
化
」
論
を
は
じ
め
と
し
て
、
控
除
説
批
判
を
展
開
す
る
学
説
は
、
現
在
の
憲
法
学
に
お
い
て
、
行
政
権
概
念
を
再
構
成
す
る
有

力
説
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
有
力
説
は
、
憲
法
六
五
条
に
い
う
「
行
政
権
」
に
「
高
度
の
統
治
作
用
」
を
読

み
込
む
こ
と
で
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
「
自
由
で
創
造
的
な
『
政
治
』
の
作
用
」
で
あ
る
「
執
政
権
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
予
算
や

防
衛
と
と
も
に
外
交
を
や
は
り
行
政
権
に
帰
属
せ
し
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
諸
説
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
、「
外
交
行
為
」
は
、

専
ら
政
府
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、「
外
交
行
為
」
の
中
に
は
、
本
来
的
に
議
会
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
事
項
を
政
府
間
交
渉
に
お
い
て
規
律
す
る
よ
う

な
行
為
も
普
く
存
在
す
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
規
律
の
中
に
は
、
例
え
ば
「
テ
ロ
対
策
」
や
「
国
際
テ
ロ
の
防
止
」
な
ど
を
名
目
に

し
た
国
家
・
警
察
権
力
に
よ
る
基
本
権
介
入
を
惹
起
し
得
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
外
交
行
為
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
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ど
の
進
展
を
背
景
に
質
的
に
も
量
的
に
も
強
大
化
し
て
い
る
執
行
権
の
典
型
と
し
て
、
憲
法
学
に
お
け
る
普
遍
的
課
題
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
交
行
為
ま
で
も
が
政
府
の
専
権
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
議
会
が
有
す
べ
き
権
限
の
一
部
を
執
行
府
が

恒
常
的
に
手
中
に
収
め
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
「
二
元
的
立
法
構
造
」）
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
普
遍

的
な
課
題
を
克
服
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
さ
ら
に
深
刻
化
さ
せ
る
危
険
性
す
ら
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
伝
統
的
学
説
や
近
年
の
有
力
説
と
は
別
の
議
論
枠
組
み
に
依
拠
し
て
、
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
行
政

権
を
再
構
成
す
る
と
い
う
の
が
将
来
の
研
究
目
標
で
あ
る
。
か
よ
う
な
研
究
の
一
部
を
な
す
本
稿
で
は
、
比
較
法
の
手
段
を
用
い
て
、

こ
の
よ
う
な
行
政
権
構
成
が
探
究
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
本
稿
が
参
照
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
一
般
化
し
た
「
権
力
分

立
」
を
批
判
し
得
る
近
年
の
学
説
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
は
、「
権
力
分
立
」
が
執
行
権
独
自
の
形
成
領
域
を
正
当
化
す

る
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
外
交
行
為
」
の
多
く
も
斯
か
る
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
執
行
府
の
専
権
と
み
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
他
方
で
、
執
行
権
の
自
立
性
の
主
張
に
と
っ
て
有
利
と
な
り
得
る
こ
の
「
権
力
分
立
」
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
批
判
す
る

学
説
も
有
力
な
論
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
権
力
分
立
批
判
に
依
拠
し
た
執
行
権
の
構

成
を
研
究
し
、
さ
ら
に
そ
の
構
成
に
基
づ
く
と
「
外
交
行
為
」
が
執
行
府
の
専
権
で
あ
る
と
の
帰
結
に
は
必
ず
し
も
至
ら
な
い
こ
と
を
、

本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
権
力
分
立
批
判
は
、
法
実
証
主
義
が
台
頭
し
始
め
た
と
さ
れ
る
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
消
長
を
み
せ
な
が

ら
も
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
殊
に
近
年
で
は
、
こ
の
批
判
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
公
法
学
が
如
実

に
直
面
し
て
い
る
国
際
化
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
に
よ
る
規
律
現
象
に
対
し
て
、
積
極
的
な
理
論
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一

方
で
、
か
つ
て
「
権
力
分
立
」
の
「
政
治
性
」
を
剔
抉
し
た
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
（H

ans K
elsen

）
の
学
績
を
再
評
価
す
る
動
き
が

一
部
で
み
ら
れ
（「
ケ
ル
ゼ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」）、
こ
う
し
た
動
向
の
中
で
法
治
国
家
原
理
を
相
対
化
さ
せ
た
理
論
化
の
試
み
が
看
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取
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ラ
ー
ス
（Christoph M

öllers

）
に
よ
る
理
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る

（
第
一
章
）。
他
方
で
、
古
典
的
な
法
治
国
家
原
理
を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
民
主
制
原
理
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
に
国
際
化
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
に
よ
る
規
律
現
象
に
対
し
て
敵
対
的
・
消
極
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
協
調
的
・
積
極
的
に
当
該
現
象
を
理
論
構
築
の

射
程
に
入
れ
た
上
で
、
同
原
理
を
相
対
化
さ
せ
た
理
論
化
の
試
み
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
、
ラ
ル
フ
・
ポ
ッ
シ
ャ
ー

（Ralf Poscher
）
に
よ
る
理
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
（
第
二
章
）。
ド
イ
ツ
公
法
学
の
画
期
を
成
し
得
る
典
型
的
な
理
論
の

構
成
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
研
究
課
題
を
遂
行
し
て
ゆ
く
た
め
の
基
盤
と
な
り
得
る
と
い
う
意
味
で
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る

（
お
わ
り
に
）。

第
一
章　

自
己
決
定
に
定
位
し
た
権
力
区
分
に
よ
る
構
成

　

ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
、「
権
力
分
立
」
の
命
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
以
下
「
基
本
法
」）
二
〇

条
二
項
二
文
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
一
二
月
一
八
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
に
よ
れ
ば
、「
そ
こ
［
基
本
法
二
〇

条
二
項
─
引
用
者
註
］
に
根
本
命
題
と
し
て
規
範
化
さ
れ
た
、
権
力
の
組
織
的
・
作
用
的
な
区
別
と
分
離
は
、
…
…
国
家
に
よ
る
決
定

が
可
能
な
限
り
適
正
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
決
定
に
と
っ
て
、
組
織
、
構
成
、
作
用
お
よ
び
手
続
か
ら
し
て
最
も
よ
い
条
件
を
有
し
て

い
る
機
関
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
権
力
分
立
の
定
式
は
、
そ
の
後
の
判
決
で
も
度
々
援
用
さ
れ
、

既
に
一
般
的
な
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
も
普
及
し
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
い
て
一
般
化
し
た
こ
の
権
力
分
立
定
式
に
対
し
て
、
メ
ラ
ー
ス
は
、「
こ
の
定
式
に
よ
っ
て
当
面
の
進
路
は
定

め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
言
わ
れ
な
い
」
と
批
判
す
る
。
メ
ラ
ー
ス
が
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
は
、
こ
の
定
式

で
は
「『
適
正
』
あ
る
い
は
『
機
能
性
（Funktionalität

）』
の
判
別
規
準
が
前
提
条
件
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う

（
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な
判
別
規
準
は
、
展
開
さ
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
論
拠
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
適
正
や
機
能
性
の
判
別
規
準
（
こ
れ

ら
は
「
適
合
性
の
判
別
規
準
（K

riterien der A
ngem

essenheit

）」
と
総
称
さ
れ
て
い
る
）
は
、
法
学
以
外
の
学
問
分
野
に
よ
っ
て

根
拠
づ
け
ら
れ
輪
郭
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
メ
ラ
ー
ス
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、「
適
合
性
の
判
別
規
準
を
根
拠
づ
け
そ

し
て
輪
郭
づ
け
る
た
め
に
、
組
織
社
会
学
の
定
理
や
費
用
便
益
分
析
に
手
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
に
批
判

す
る
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
と
、「
機
能
性
」
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
こ
の
定
式
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
機
能
性

と
い
う
の
は
、
予
め
与
え
ら
れ
た
基
本
法
の
諸
規
定
か
ら
規
範
的
に
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
、
な
お
よ
り
詳
細
に
展
開
す

る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
法
治
国
家
性
や
民
主
制
の
意
味
層
（Bedeutungsschichten

）
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
」。
し
た
が
っ
て
、

メ
ラ
ー
ス
理
論
に
お
い
て
は
、
定
式
に
お
い
て
前
提
条
件
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
「
適
正
」
や
「
機
能
性
」
の
判
別
規
準
が
、
法
学
の

み
に
依
拠
し
て
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
節　

基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
基
づ
く
判
別
規
準
と
し
て
の
権
力
区
分
─
─
権
力
分
立
理
解

　
「
適
正
」
や
「
機
能
性
」
の
判
別
規
準
は
、
具
体
的
に
は
、
法
治
国
家
原
理
お
よ
び
民
主
制
原
理
の
「
体
系
的
な
連
関
」
に
基
づ
く

「
自
己
決
定
」
に
定
位
し
て
解
釈
さ
れ
る
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
、
法
的
に
論
拠
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
法
的
に
論
拠
づ
け

ら
れ
た
判
別
規
準
は
、
メ
ラ
ー
ス
理
論
に
お
い
て
、
権
力
区
分
（Gew

altengliederung

）
と
呼
ば
れ
る
。
本
節
で
は
、「
適
正
」
や

「
機
能
性
」
の
実
定
憲
法
に
基
づ
く
判
別
規
準
す
な
わ
ち
権
力
区
分
が
、
法
的
に
論
拠
づ
け
ら
れ
る
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
メ

ラ
ー
ス
理
論
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
款　

民
主
制
と
法
治
国
家
性
の
補
完
関
係

　

メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
と
、
民
主
制
お
よ
び
法
治
国
家
性
は
、「
規
範
的
に
等
価
値
」
で
あ
り
、
ま
た
両
者
は
、
一
方
が
他
方
に
優
位
す

（
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る
よ
う
な
「
序
列
関
係
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
相
互
に
補
い
合
う
」
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、
民
主
制
が
そ

れ
に
相
応
し
い
手
続
を
要
請
す
る
こ
と
で
、
法
治
国
家
性
は
補
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
法
形
式
は
、
そ
れ
が
民
主
制
に
よ
る
手
続
に

お
い
て
成
立
し
た
と
い
う
理
由
で
の
み
、
承
認
を
要
求
し
得
る
」
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
民
主
制
に
よ
る
手
続
に
よ
っ
て
成
立

し
た
諸
規
律
の
遵
守
を
法
治
国
家
性
が
要
請
す
る
こ
と
で
、
民
主
制
は
結
果
的
に
補
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
民
主
制
的
正
統
化
は
、

民
主
制
的
に
構
成
さ
れ
た
規
律
の
遵
守
、
例
え
ば
、
自
由
か
つ
平
等
な
選
挙
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
」
が
、
仮
に

「
こ
れ
ら
の
規
律
に
違
反
し
た
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
、
違
法
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
民
主
制
的
正
統
化
の
要
請
の
喪
失
を
も
伴
う
こ

と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
民
主
制
原
理
お
よ
び
法
治
国
家
原
理
に
つ
い
て
も
、
双
方
が
連
関
す
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
法
治
国
家
原
理
そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
「
客
観
的
憲
法
原
則
（objektiver V

erfassungsgrund-

satz

）」
の
視
点
が
、「
法
治
国
家
原
理
に
つ
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
内
容
に
体
系
的
な
連
関
を
与
え
る
た
め
に
」
相
対
化
さ
れ
、

「
個
人
の
主
観
的
権
利
の
担
い
手
」
と
い
う
別
の
よ
り
包
括
的
な
視
点
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
款　
「
自
己
決
定
」
に
定
位
し
た
民
主
制
原
理
と
法
治
国
家
原
理

　

ま
ず
、
民
主
制
原
理
に
つ
い
て
、
そ
の
基
点
と
な
る
の
は
、「
集
団
的
自
己
決
定
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
民
主
制
原
理
に
よ
っ
て

義
務
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
国
家
活
動
が
、
平
等
な
集
団
的
意
思
形
成
過
程
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
基
本
法
二
〇
条
二

項
一
文
）」
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
法
治
国
家
原
理
に
つ
い
て
は
、「
法
治
国
家
原
理
の
様
々
な
断
面
は
、
─
介
入
に
関
連
し
た
法
律
の

留
保
か
ら
、
始
原
的
な
基
本
権
保
護
の
保
障
、
比
例
性
の
原
理
、
裁
判
所
の
独
立
を
通
じ
て
、
権
利
保
護
の
保
障
に
至
る
ま
で
─
全
て

ひ
っ
く
る
め
て
、
個
人
の
自
由
の
行
使
を
保
護
す
る
こ
と
へ
還
元
さ
れ
る
」
と
理
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
た
し
か
に
、
法
治
国
家
原

理
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
一
つ
の
客
観
的
憲
法
原
則
で
あ
る
」
も
の
の
、「
法
治
国
家
原
理
の
一
般
に
認
め
ら
れ
た
内
容
に
、
体

系
的
な
連
関
を
与
え
る
た
め
に
は
、
個
人
の
主
観
的
権
利
の
担
い
手
と
い
う
視
点
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
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な
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
権
利
の
担
い
手
は
、
国
家
に
よ
る
支
配
の
行
使
に
因
む
法
治
国
家
原
理
に
基
づ
き
、
法
的
安
定
性
、

合
法
律
性
（Gesetzlichkeit

）
あ
る
い
は
形
式
の
厳
格
さ
を
通
じ
て
の
予
見
可
能
性
の
よ
う
な
特
定
の
法
的
諸
特
質
（Q

ualitäten

）、

な
ら
び
に
、
独
立
の
裁
判
所
に
よ
る
こ
れ
ら
の
法
的
諸
特
質
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
、
自
ら
に
固
有
の
法
的
立
場
に
目
を
向
け
て
、
期
待

し
得
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
個
人
の
主
観
的
権
利
の
担
い
手
と
い
う
視
点
」
を
重
視
し
た
法
治
国
家
原
理
の
理
解
に
基
づ
い

て
、「
個
人
の
自
由
の
行
使
」
は
、「
個
人
的
自
己
決
定
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
集
団
的
自
己
決
定
」
お
よ
び
「
個
人
的

自
己
決
定
」
に
よ
っ
て
、
法
が
創
設
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
組
織
お
よ
び
手
続
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款　

基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈

　

実
定
憲
法
上
、「
集
団
的
自
己
決
定
」
と
「
個
人
的
自
己
決
定
」
と
を
並
立
さ
せ
る
た
め
の
「
組
織
・
手
続
形
成
」
を
担
保
す
る
規

定
が
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
と
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
は
、
自
己
決

定
の
二
つ
の
形
式
の
並
立
、
つ
ま
り
個
人
の
自
由
と
民
主
制
的
自
己
統
治
の
並
立
を
可
能
に
し
ま
た
保
護
す
る
、
国
家
の
組
織
・
手
続

形
成
を
保
障
し
て
い
る
」。
こ
れ
ら
二
つ
の
自
己
決
定
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
基
本
法
一
条
一
項
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
「
人
間
の
人

格
性
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
「
自
律
的
意
思
形
成
」
が
規
範
的
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、「
こ
の
自
律
的
意
思
形
成
を
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
は
、
個
人
的
に
は
自
律
的
意
思
形
成
そ
れ
自
体
と
し
て
（
基
本
法
二
条

一
項
）、
集
団
的
に
は
民
主
制
的
正
統
化
主
体
の
構
成
員
と
し
て
（
基
本
法
二
〇
条
二
項
一
文
）、
追
求
し
得
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、「
人
間
の
尊
厳
」
が
、「
個
人
的
自
己
決
定
」
の
み
な
ら
ず
、「
集
団
的
自
己
決
定
」
を
も
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
る
理
由
は
、「
人

間
の
尊
厳
が
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
か
ら
、
規
範
的
な
個
人
主
義
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
個
人
的
自
己
決

定
が
民
主
制
的
自
己
決
定
に
優
位
し
て
い
る
と
い
う
意
味
」
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
、
自
己
決
定
に
つ
い
て
の
両
方
の
形
式
が
、
人
間

の
尊
厳
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
人
格
性
の
構
想
に
立
脚
し
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
基
本
法
二
〇

（
30
）（

31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）



論　　　説

（阪大法学）64（2-190）　506 〔2014. 7 〕

条
二
項
二
文
は
、
個
人
の
自
由
の
法
治
主
義
的
保
護
と
集
団
的
民
主
制
的
自
己
決
定
と
を
、
組
織
お
よ
び
手
続
法
上
し
っ
か
り
絡
み
合

わ
せ
る
独
自
の
組
織
規
律
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
が
、「
実
定
憲
法
上
の
権
力
区
分
の
根
本
命
題
」
と
さ

れ
る
理
由
は
、
判
別
規
準
と
し
て
の
権
力
区
分
が
、
自
己
決
定
に
定
位
し
て
解
釈
さ
れ
た
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
法
的
に

根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
を
根
拠
に
し
て
初
め
て
、
つ
ま
り
、
当
該

規
定
が
「
個
人
の
自
由
の
法
治
主
義
的
保
護
と
集
団
的
民
主
制
的
自
己
決
定
と
を
、
組
織
お
よ
び
手
続
法
上
し
っ
か
り
絡
み
合
わ
せ
る

独
自
の
組
織
規
律
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
人
の
自
由
の
法
治
主
義
的
保
護
」
お
よ
び
「
集
団
的
民
主
制
的
自

己
決
定
」
を
担
う
機
関
を
判
別
す
る
規
準
た
る
権
力
区
分
が
、
規
範
論
の
枠
内
で
展
開
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

第
四
款　

権
力
区
分
の
構
成
要
素

　

こ
の
権
力
区
分
は
、
次
の
よ
う
な
諸
規
準
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
創
設
さ
れ
た
法
の
射
程
」
に
よ
る
規
準
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
創
設
さ
れ
た
法
の
規
律
対
象
が
個
別
化
さ
れ
て
い
る
の
か
あ
る
い
は
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
問
題
に
す
る
規
準

で
あ
る
。
第
二
に
、「
創
設
さ
れ
た
法
の
時
間
と
の
関
連
づ
け
」
に
よ
る
規
準
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
創
設
さ
れ
た
法
が
ど
の
程
度
ま
で

過
去
あ
る
い
は
未
来
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
規
準
で
あ
る
。
第
三
に
、「
法
創
設
手
続
そ
れ
自
体
の
法
化
」
に
よ
る
規

準
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
創
設
手
続
が
法
的
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
か
あ
る
い
は
開
か
れ
て
い
る
の
か
を
問
題
に
す
る
規
準
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
準
に
よ
る
と
、
一
方
で
、「
個
人
の
自
由
の
法
治
主
義
的
保
護
」
は
、「
個
人
化
さ
れ
た
射
程
を
伴
っ
て
回
顧
的
に
か
つ
法

的
尺
度
を
基
礎
に
し
て
の
み
決
ま
る
よ
う
な
組
織
お
よ
び
手
続
配
置
（O

rganisations-und V
erfahrensarrangem

ents

）」
を
有

す
る
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
他
方
で
、「
集
団
的
民
主
制
的
自
己
決
定
」
は
、「
民
主
制
的
な
正
統
化
の
主
体
を
表
現
す
る
形
式
と

し
て
、
全
て
を
包
容
す
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
一
般
的
で
あ
り
ま
た
包
含
的
で
あ
り
、
開
か
れ
た
民
主
制
的
意
思
形
成
と
し
て
未

来
に
関
連
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
実
質
的
に
で
き
る
限
り
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
」
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
一
方

（
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で
司
法
（Judikative

）
は
、〝
個
別
化
し
て
い
る
、
回
顧
的
な
、
法
で
決
め
ら
れ
た
〟
法
創
設
で
あ
り
、
他
方
で
立
法
（Legisla-

tive
）
は
、〝
一
般
化
し
て
い
る
、
未
来
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
、
開
か
れ
た
〟
法
創
設
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
執
行

（Exekutive

）
は
、
二
つ
に
区
分
さ
れ
た
司
法
お
よ
び
立
法
に
よ
る
法
創
設
の
間
を
、
法
の
〝
段
階
的
な
具
体
化
を
通
じ
て
媒
介
す

る
〟
様
々
な
位
相
か
ら
成
る
法
創
設
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
次
節
で
は
、
権
力
区
分
の
適
用
に
よ
っ
て
、
国
家
権
力
と
り
わ
け
執
行
権
が

法
創
設
と
し
て
理
解
さ
れ
る
論
拠
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節　

権
力
区
分
の
法
理
論
的
洞
察
と
執
行
権
─
─
執
行
権
理
解

　

権
力
区
分
の
適
用
に
際
し
て
、
他
の
権
力
と
同
様
に
、
執
行
権
も
「
法
創
設
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
の
論
拠
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
「
権
力
区
分
の
法
理
論
的
洞
察
」
に
ま
ず
は
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
法
理
論
的
洞
察
か
ら
国
家

権
力
を
法
創
設
と
し
て
把
握
す
る
論
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
前
節
で
述
べ
ら
れ
た
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
基
づ
く
権
力

区
分
を
、
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
展
開
す
る
た
め
の
理
論
的
条
件
が
整
う
。
そ
し
て
、
こ
の
法
理
論
的
洞
察
は
、
国
家
権
力
に
対
す

る
権
力
区
分
の
適
用
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
執
行
権
の
把
握
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
本
節

の
課
題
で
あ
る
。

第
一
款　

国
家
権
力
を
「
法
創
設
」
と
し
て
把
握
す
る
論
拠

　

メ
ラ
ー
ス
が
国
家
権
力
を
「
法
創
設
」
と
把
握
す
る
論
拠
は
、
国
家
権
力
を
実
定
憲
法
に
よ
っ
て
構
造
化
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
し

か
に
、
憲
法
に
よ
る
構
造
化
は
、
古
典
的
権
力
分
立
学
説
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
構
造
化
さ
れ
た
の
は
「
力
の
行
使
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
造
化
は
「
法
的
に
は
全
く
役
に
立
た
な
い
」
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
政
治
の
領
域
に
お
け
る
力
は
、
お
よ
そ
法
形
式
と
同
一
視
さ
れ
得
な
い
」
こ
と
が
例
示
す
る
よ
う
に
、「
力
と
は
、
法
形
式
を
必
ず

（
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し
も
使
用
し
な
く
て
よ
い
主
観
的
な
活
動
領
域
の
拡
大
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
や
下
級
行
政
官
庁
は
、「
法
を
適
用
す

る
だ
け
」
で
は
な
く
、「
主
観
的
な
活
動
領
域
」
を
拡
大
し
得
る
の
で
あ
り
、
古
典
的
権
力
分
立
学
説
に
よ
れ
ば
法
形
式
を
必
ず
し
も

使
用
し
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
の
領
域
も
、
構
造
化
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
が
著
し
い
現
在
に
お
い
て
、
超
国
家
的
・
国
際
的
組
織
が
重
要
な
決
定
を
行
う
場
面
が
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
組
織
そ
れ

自
体
に
は
、「
独
自
の
執
行
装
置
が
欠
け
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
物
理
的
な
権
力
行
使
の
可
能
性
も
欠
け
て
い
る
」。「
力
の

行
使
」
を
構
造
化
の
対
象
と
し
て
い
た
従
来
の
古
典
的
権
力
分
立
学
説
で
は
、
こ
う
し
た
高
権
の
担
い
手
の
活
動
を
、
憲
法
に
よ
っ
て

構
造
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
高
権
の
担
い
手
の
特
権
（Privileg

）」
と
い
う
の
は
、「
社
会
の
力
や
物
理
的
権
力
の

行
使
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
社
会
の
最
高
の
力
の
保
持
に
お
い
て
も
存
せ
ず
、
一
方
的
な
法
創
設

0

0

0

0

0

0

0

（einseitigen Erzeu-

gung von Recht

）
に
お
い
て
存
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
、
従
来
と
は
異
な
る
実
定
憲
法
に
よ
る
構
造
化
、
す
な
わ
ち
、
一
方
的
な
法
創
設
を
含
む
全
て
の
国
家
権
力
を
「
法
形
式
と

同
一
視
」
し
得
る
よ
う
な
構
造
化
を
、「
別
の
糸
口
」
か
ら
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
糸
口
と
さ
れ
る
の
が
、
国
家
機
関
の

組
織
お
よ
び
手
続
を
「
創
設
さ
れ
た
法
の
規
律
内
容
」
と
関
連
づ
け
て
判
別
す
る
規
準
と
し
て
の
権
力
区
分
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ

の
権
力
区
分
の
概
念
に
お
い
て
、「
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
、
法
の
創
設
に
自
立
的
に
貢
献
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。「
民
主
制
原
理
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
国
家
権
力
と
は
す
な
わ
ち
、
決
定
の
性
格
を
伴
っ
た
全
て
の
帰
責
し
得
る
活
動
」
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
三
権
力
す
べ
て
の
法
創
設
効
果
へ
の
洞
察
」
に
よ
っ
て
、「
裁
判
所
判
決
あ
る
い
は
行
政
行
為
で
す
ら
、
法
律
の
非
自
立

的
な
適
用
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
独
自
の
決
定
の
性
格
お
よ
び
独
自
の
法
的
帰
結
を
伴
っ
た
具
体
化
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
立
法
に
比
肩
し
得
る
」
と
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
権
力
区
分
は
、
概
念
上
、「
法
創
設
の
手
続
お
よ
び
組
織
を
、
創
設
さ
れ

た
法
の
規
律
内
容
と
関
連
づ
け
る
判
別
規
準
」
と
さ
れ
、
こ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
執
行
権
も
「
法
創
設
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
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と
と
な
る
。

第
二
款　

執
行
権
に
対
す
る
権
力
区
分
の
適
用

　

権
力
区
分
に
よ
る
と
、
執
行
権
は
、
二
つ
に
区
別
さ
れ
た
立
法
権
お
よ
び
司
法
権
に
よ
る
法
創
設
の
間
を
法
の
段
階
的
な
具
体
化
を

通
じ
て
媒
介
す
る
法
創
設
で
あ
り
、
こ
れ
は
様
々
な
位
相
か
ら
成
る
と
さ
れ
る
。
執
行
権
が
こ
の
よ
う
な
法
創
設
と
し
て
判
別
さ
れ
る

理
由
は
、
そ
の
「
組
織
的
多
様
さ
」
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
権
は
、「
政
治
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
連
邦
政
府
」
と
「
決

定
余
地
が
一
切
な
い
実
行
的
な
官
吏
」
と
の
間
に
お
い
て
多
様
な
組
織
を
有
し
て
お
り
、「
こ
の
組
織
的
多
様
さ
が
、
執
行
権
に
、
法

創
設
の
二
極
で
あ
る
立
法
と
司
法
の
間
を
機
能
的
に
媒
介
す
る
と
い
う
任
務
を
負
わ
せ
る
」
の
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、「
執
行
権
を
片

面
的
に
、
政
治
的
形
成
者
と
し
て
立
法
権
の
近
く
へ
も
っ
て
行
く
、
あ
る
い
は
、
法
に
覊
束
さ
れ
た
適
用
者
と
し
て
裁
判
の
近
く
へ
も

っ
て
い
く
試
み
」
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
試
み
は
、「
形
成
者
と
適
用
者
の
両
要
素
が
執
行
権

に
必
要
不
可
欠
の
部
分
で
あ
る
と
の
理
解
を
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
立
法
権
お
よ
び
司
法
権
の
間
を

「
機
能
的
に
媒
介
す
る
」
と
い
う
任
務
に
よ
っ
て
、「
異
な
る
位
相
に
基
づ
く
段
階
づ
け
ら
れ
た
」
法
創
設
が
可
能
と
さ
れ
る
。
と
い

う
の
も
、
執
行
権
は
、「
一
方
で
の
、
法
律
案
の
提
出
者
と
し
て
（
基
本
法
七
六
条
第
一
選
択
肢
）
あ
る
い
は
法
規
命
令
の
制
定
者

（
基
本
法
八
〇
条
一
項
一
文
）
と
し
て
の
連
邦
政
府
の
活
動
と
、
他
方
で
の
、
行
政
行
為
を
通
じ
て
の
個
別
事
例
の
決
定
と
の
間
」
で
、

様
々
な
位
相
に
基
づ
い
て
法
を
創
設
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
執
行
に
よ
る
法
創
設
の
作
用
的
属
性
は
、
準
・
立
法
（Q

uasi-

legislativen

）
か
ら
準
・
司
法
（Q

uasi-judikativen

）
へ
と
変
動
す
る
」
の
で
あ
る
。「
法
的
覊
束
の
強
度
が
増
し
て
ゆ
き
、
決
定

が
よ
り
個
別
化
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
法
の
現
在
化
や
実
行
行
為
に
お
け
る
現
実
性
を
と
も
な
っ
て
達
成
さ
れ
る
時
間
的
方
向
づ
け
は

現
在
へ
と
近
づ
い
て
」
ゆ
き
、「
最
終
的
に
、
不
服
申
立
手
続
の
よ
う
な
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
形
式
で
の
執
行
活
動
が
、
過
去
と
関

連
づ
け
て
行
わ
れ
る
」
と
い
う
段
階
的
な
具
体
化
の
過
程
に
お
い
て
、
法
の
創
設
が
行
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
的
な
具
体
化
の
過
程
に
お
い
て
、「
個
別
事
例
へ
の
指
示
権
限
（Einzelw

eisungsbefugnisse

）」
を
行
使

し
得
る
よ
う
な
執
行
権
の
「
自
立
性
」
は
、
一
切
要
請
さ
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、「
通
常
の
場
合
、
様
々
な
具
体
化
段
階
の
間
で

の
連
関
は
、
集
団
的
責
任
を
民
主
制
的
に
負
う
機
関
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
構
造
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
」。
し
か
し
、
メ

ラ
ー
ス
に
よ
る
と
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
は
、
民
主
制
原
理
を
考
慮
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
な
個
別
事
例
へ
の
指
示
権
限
を
、

執
行
権
の
範
囲
内
で
は
、
一
切
要
請
し
て
い
な
い
」
と
さ
れ
る
。
執
行
権
の
様
々
な
位
相
が
「
法
律
に
基
づ
く
規
準
を
個
別
事
例
に
ま

で
連
続
的
に
具
体
化
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
メ
ラ
ー
ス
の
理
論
に
お
い
て
、
執
行
権
に
自
立
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
個
別
事
例
へ
の
指
示
権
限
を
行
使
し
得
る
自
立
性
で
は
な
く
、「
執
行
の
様
々
な
位
相
に
お
け
る
具
体
化
遂
行
力
の
自
立
性
（Ei-

genständigkeit der K
onkretisierungsleistung

）」
な
の
で
あ
る
。
メ
ラ
ー
ス
の
理
論
に
お
い
て
、
執
行
権
の
具
体
化
遂
行
力
の
自

立
性
が
説
か
れ
る
意
義
は
、
各
位
相
に
お
い
て
決
定
が
自
立
的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
で
、
媒
介
を
抜
き
に
し
た
決
定
の
遂
行
を
回
避
す

る
こ
と
に
あ
る
。
ゆ
え
に
例
え
ば
、
内
閣
の
よ
う
な
立
法
権
に
近
い
位
相
に
お
い
て
、
司
法
権
に
近
い
位
相
に
お
け
る
個
別
事
例
に
つ

い
て
の
決
定
を
留
保
す
る
こ
と
は
、
憲
法
違
反
で
は
な
い
も
の
の
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
の
理
念
に
相
応
し
な
い
と
さ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
決
定
の
留
保
は
、
中
間
の
位
相
に
お
け
る
決
定
を
媒
介
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
当
該
位
相
の
自
立
性

も
確
保
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
、
法
創
設
過
程
に
お
け
る
段
階
づ
け
ら
れ
た
決
定
の
具
体
化
が
「
法
的
具
体
化
の
順
序
」
に
沿
っ
て
遂
行
さ

れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
款　
「
外
交
権
」
の
理
解

　

ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
権
力
分
立
論
に
よ
れ
ば
、「
外
交
行
為
」
は
、
執
行
権
に
整
序
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、

次
の
よ
う
に
論
拠
づ
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
外
交
の
機
会
に
お
い
て
、
中
核
的
な
執
行
権
的
性
質
の
決
定
権
限
を
、
連
邦
議
会
に

─
基
本
法
に
お
い
て
当
該
議
会
に
整
序
さ
れ
た
権
限
を
超
え
て
─
整
序
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
な
力
の
集
中
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
が
、

（
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そ
の
よ
う
な
集
中
は
、
力
の
分
配
、
責
任
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
現
在
の
基
本
法
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
て
い
る
構
造
に
反
し

て
し
ま
う
」
と
。

　

し
か
し
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
政
府
間
交
渉
の
場
面
に
お
け
る
国
際
法
的
義
務
の
成
立
は
、
も
は
や
そ
の
場
面
の
経
過
か
ら
し

て
議
会
に
よ
る
形
成
か
ら
も
、
裁
判
所
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
も
、
逃
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
諸
々
の
拘
束
の
実
質
的
な
確

定
（Fixierung
）
は
、
あ
ま
り
に
も
早
期
に
成
立
す
る
」。
メ
ラ
ー
ス
は
、
こ
う
し
た
状
況
把
握
に
基
づ
き
、「
外
交
行
為
」
と
り
わ

け
〝
条
約
の
締
結
〟
を
正
統
化
の
観
点
か
ら
問
題
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
交
行
為
の
執
行
権
へ
の
整
序
は
、「
正
統
化
と
関
連
づ
け
ら

れ
た
権
力
区
分
の
理
論
」
に
相
応
せ
ず
、
説
得
力
に
も
欠
け
る
。
そ
の
理
由
は
、「
国
際
法
的
な
効
力
を
有
す
る
外
交
権
の
行
為
に
際

し
て
、
通
常
、
実
質
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
─
国
内
関
連
に
お
い
て
と
同
じ
よ
う
に
─
潜
在
的
な
一
般
性
、
未
来
と
の
連
関
お
よ
び

開
か
れ
た
法
創
設
過
程
を
特
徴
づ
け
て
い
る
立
法
権
に
よ
る
法
創
設
の
形
式
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
権
力
区
分
の
適
用

に
よ
っ
て
、
外
交
行
為
が
「
立
法
権
に
よ
る
法
創
設
形
式
」
と
さ
れ
る
論
拠
を
よ
り
詳
細
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
三
節　

立
法
権
に
よ
る
法
創
設
形
式
と
し
て
の
外
交
行
為
─
─
政
府
の
外
交
行
為
に
対
す
る
実
定
憲
法
上
の
要
請

　

ま
ず
、
外
交
行
為
が
「
潜
在
的
な
一
般
性
」
を
伴
う
の
は
、
外
交
行
為
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
ら
れ
る
国
際
法
上
の
義
務
が
、「
国
際

法
主
体
の
背
後
に
い
る
全
て
の
法
主
体
に
も
間
接
的
に
課
せ
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
如
何
な
る
場
合
で
も
課
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
」
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
際
法
上
の
義
務
と
い
う
の
は
、「
当
該
義
務
が
個
々
人
の
法
関
係
を
一
切
基
礎
づ
け
て
い
な
い

場
合
で
も
、
具
体
的
に
は
、
義
務
を
負
っ
た
国
際
法
主
体
の
民
主
的
に
正
統
化
さ
れ
た
機
関
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

当
該
国
際
法
主
体
の
民
主
制
的
な
自
己
決
定
の
選
択
肢
を
制
約
す
る
か
ら
で
あ
る
」。
次
に
、
外
交
行
為
が
「
未
来
と
の
連
関
」
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
外
交
行
為
に
よ
る
国
際
法
上
の
義
務
の
「
創
律
（Begründung

）」
に
よ
っ
て
、「
法
主
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体
と
し
て
の
国
家
が
完
全
に
拘
束
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
創
律
は
、
潜
在
的
な
一
般
性
の
高
い
程
度
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

の
程
度
は
、
通
常
、
未
来
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
上
げ
ら
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
交
行
為
は
、「
開
か
れ
た
法
創
設
過
程
」

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
国
際
司
法
裁
判
所
規
約
三
八
条
の
意
味
に
お
け
る
国
際
法
は
、
そ
の
拘
束
を
、
よ
り
高

位
の
規
範
と
の
推
論
連
関
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
法
創
設
に
関
与
し
た
全
て
の
あ
る
い
は
多
く
の
国
際
法
主
体
の
意
思
形
成
に
よ
っ
て

関
連
づ
け
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
八
四
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
に
お
い
て
は
、
執
行
府
の
中
核
的
形
成
領
域
を
擁
護
す
る
よ
う
な
基
本
法
二
〇
条

二
項
二
文
の
解
釈
に
照
ら
し
て
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
の
適
用
範
囲
が
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
条
約
締
結
に
向

け
て
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
連
邦
議
会
が
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
連
邦
政
府
が
条
約
交
渉
を
行
わ

な
い
、
開
始
す
る
も
し
く
は
中
断
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
特
定
の
内
容
の
条
約
草
案
を
作
成
す
る
こ
と
な
ど
に
対
し
て
、
連
邦
議
会
は
、

基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
を
阻
止
も
し
く
は
強
要
で
き
な
い
し
、
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る

同
意
法
律
が
発
布
さ
れ
る
よ
う
な
条
約
が
執
行
府
に
よ
っ
て
も
締
結
さ
れ
る
、
ま
た
は
、
条
約
締
結
の
後
に
同
条
約
が
国
際
法
的
に
終

結
も
し
く
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
も
、
連
邦
議
会
は
強
要
で
き
な
い
」。
し
か
し
、
権
力
区
分
の
外
交
行
為
に
対
す
る
適
用
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
た
要
請
、
す
な
わ
ち
外
交
行
為
を
立
法
権
に
よ
る
法
創
設
形
式
と
す
る
要
請
は
、
条
約
締
結
に
向
け
て
の
連
邦
議
会
の
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
、
こ
の
判
示
と
全
く
逆
の
帰
結
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
と
、
連
邦
議
会
が
国
際
法
上
の
条
約

締
結
に
向
け
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る
こ
と
は
「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
に
抵
触
し
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
五
九
条
二
項
も
、
そ
の
適
用
範
囲
を
二
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
法
律
の
留
保
を
議
会
留
保
に
よ
っ
て
拡
充
す
る
方
向
で
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
第
二
選
択
肢

は
、
外
交
上
の
諸
々
の
義
務
づ
け
に
対
し
て
連
邦
議
会
が
同
意
す
る
の
に
必
要
な
条
件
を
、
明
文
上
は
っ
き
り
と
、
一
般
的
な
法
律
の

（
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留
保
で
あ
る
と
し
て
い
る
：『
連
邦
立
法
の
対
象
』。
次
の
よ
う
な
場
合
、
こ
の
こ
と
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
根
本
的
か
つ

二
つ
の
点
で
誤
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
が
、
一
つ
に
は
、
基
本
法
五
九
条
二
項
の
規
定
を
、
議
会
の
関
与
権
の
限
界
と
理

解
す
る
場
合
、
二
つ
に
は
、
こ
の
関
与
権
を
、
国
際
法
上
の
条
約
の
形
式
的
変
更
に
限
定
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
会

留
保
の
一
般
学
説
に
よ
る
と
、
書
か
れ
た
法
律
の
留
保
は
、
議
会
の
決
定
権
限
の
最
低
限
の
構
成
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、

議
会
法
律
に
よ
る
規
律
を
発
布
す
る
と
い
う
更
な
る
憲
法
上
の
義
務
が
、
基
本
権
の
よ
う
な
基
本
法
に
お
け
る
他
の
実
体
的
諸
規
準
か

ら
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
連
邦
議
会
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
ら
に
課
さ
れ
た
決
定
義
務
以
上
の
こ
と
を
行
っ
て
も
よ
い
。
実
定
憲
法

に
基
づ
く
権
力
区
分
を
援
用
し
た
外
交
権
か
ら
す
れ
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
議
会
の
規
律
義
務
お
よ
び
議
会
の
さ
ら
な
る
規
律
権

力
に
係
る
こ
の
一
般
的
な
論
理
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
機
能
に
適
し
た
機
関
配
分
と
い
う

説
が
、
実
務
上
非
常
に
意
義
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、『［
移
り
変
わ
る
外
国
の
状
況
に
─
引
用
者
註
］
素
早
く
適
切
に
対
応

す
る
』
と
い
う
執
行
権
の
実
務
上
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
の
は
、
規
範
的
な
論
拠
と
し
て
説
得
力
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
比
較
法
的
に
も

説
得
力
が
な
い
。
し
か
も
、
連
邦
議
会
の
関
与
が
作
用
的
意
味
に
お
い
て
ま
っ
た
く
立
法
で
は
な
い
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
断
言
す
る

の
は
、
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
か
ら
だ
け
で
も
理
解
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
循
環
論
法
で
も
あ
る
。
そ
の
上
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

が
用
い
た
よ
う
な
論
拠
づ
け
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
結
果
は
、
次
の
状
況
の
如
く
、
明
ら
か
に
評
価
矛
盾
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、

核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
的
な
使
用
に
は
議
会
の
決
定
を
要
す
る
が
［
原
註
─BV

erfGE 49, 89 (127).

］、
ド
イ
ツ
領
土
に
お
け
る
核

兵
器
の
配
備
に
は
議
会
の
決
定
を
要
し
な
い
［
原
註
─BV

erfGE 68, 1 (85 ff.).

］、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
要
求
さ

れ
る
の
は
、
基
本
法
五
九
条
二
項
の
理
解
に
つ
い
て
、
当
該
条
文
が
文
言
上
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
重
要
事
項
学
説
を
手

引
き
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
の
は
、
一
般
的
な
重
要
事
項
の
水
準
を
満
た
す
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
、
連
邦
議

会
に
は
、
基
本
法
五
九
条
二
項
に
よ
る
決
定
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
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小
括　

メ
ラ
ー
ス
理
論
の
意
義

　

以
上
の
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
権
力
区
分
論
に
対
し
て
は
、
理
論
上
お
よ
び
解
釈
論
上
の
批
判
・
相
対
化
が
既
に
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
、
二
つ
の
意
義
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
の
意
義
は
、「
力
の
行
使
」
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
伝
統
的
な
権
力
分
立
学
説
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
一

方
的
な
法
創
設
」
の
構
造
化
、
つ
ま
り
、
独
自
の
執
行
装
置
を
有
し
て
い
な
い
高
権
の
担
い
手
に
よ
る
定
立
に
限
っ
た
法
創
設
を
、
そ

の
組
織
お
よ
び
手
続
規
定
の
規
律
内
容
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
点
に
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
ド
イ
ツ
国
内
の
文
脈
に
お
い
て
、
斯
か

る
組
織
お
よ
び
手
続
規
定
は
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
で
あ
り
、
当
該
条
文
の
自
己
決
定
に
定
位
し
た
解
釈
に
基
づ
い
て
、
権
力
＝

法
創
設
を
区
別
す
る
た
め
の
規
準
す
な
わ
ち
権
力
区
分
が
導
出
さ
れ
る
。
こ
の
権
力
区
分
が
諸
々
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ

れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
実
定
憲
法
上
の
要
請
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
国
際
的
な
文

脈
に
お
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
な
ど
の
国
際
組
織
に
よ
る
一
方
的
な
法
創
設
が
構
造
化
さ
れ
る
。

　

第
二
の
意
義
は
、
外
交
関
係
に
お
い
て
執
行
権
が
有
利
と
な
る
古
典
的
モ
デ
ル
を
相
対
化
す
る
と
い
う
認
識
、
す
な
わ
ち
「
執
行
権

中
心
モ
デ
ル
の
相
対
化
」
と
い
う
認
識
の
下
で
、
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
相
対
化
は
、「
増
加
し
て
い
る
超
国
家
的

な
法
創
設
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
で
き
る
」
と
さ
れ
、
例
え
ば
、
立
法
権
と
執
行
権
の
関
係
を
特
徴
づ
け
て
い
る
「
時

間
構
造
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
外
交
上
の
法
創
設
へ
の
議
会
の
関
与
に
つ
い
て
、
古
典
的
に
考
え
ら

れ
て
き
た
関
与
の
時
期
を
よ
り
早
期
化
す
る
こ
と
で
、
古
典
的
モ
デ
ル
が
相
対
化
さ
れ
る
。
古
典
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
時
期
に
よ
れ

ば
、
外
交
上
の
法
創
設
に
議
会
は
関
与
し
得
ず
、
し
た
が
っ
て
議
会
は
如
何
な
る
決
定
も
成
し
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
古
典
的
に
予

定
さ
れ
る
関
与
の
時
期
と
い
う
の
は
、
仮
に
そ
の
時
期
に
議
会
が
関
与
し
て
し
ま
う
と
、「
議
会
の
内
容
上
の
干
渉
」
と
「
ほ
と
ん
ど

取
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
上
の
拘
束
」
と
の
対
立
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
様
々
な
手
段
に
よ
っ
て
、
議

（
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会
の
関
与
を
早
期
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

清
宮
四
郎
『
憲
法
Ｉ
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
三
〇
三
─
三
〇
四
頁
参
照
。

田
中
二
郎
『
行
政
法
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
一
六
頁
参
照
。

も
っ
と
も
、
憲
法
学
か
ら
出
さ
れ
た
「
控
除
説
批
判
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
、
行
政
法
学
の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
行
政
法
学
に
お
け
る
控
除
説
批
判
が
積
極
説
の
提
唱
を
意
味
す
る
の
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
、

行
政
と
は
異
な
っ
た
執
政
・
統
治
の
観
念
の
導
入
に
対
し
て
、
控
除
説
が
障
害
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
」（
塩
野
宏
「
行
政
概
念
論
議
に
関

す
る
一
考
察
」
同
『
法
治
主
義
の
諸
相
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
二
二
頁
〔
初
出
二
〇
〇
〇
年
〕）。

佐
藤
幸
治
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
内
閣
機
能
の
強
化
」
は
、
憲
法
七
三
条
一
号
に
い
う
「
国
務
を
総
理
す
る
」
と
い
う
表
現
に
、
内
閣
に

よ
る
「
高
度
の
統
治
・
政
治
作
用
」
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
伝
統
的
学
説
は
、「『
国
務
を
総
理
す

る
』
と
は
、
結
局
、
内
閣
が
行
政
事
務
を
統
轄
す
る
と
す
る
趣
旨
を
重
ね
て
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
そ
う
解
す
る
と
し

て
、『
国
務
を
総
理
す
る
』
と
い
う
表
現
は
、
立
法
技
術
上
か
ら
見
て
、
拙
劣
と
評
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」（
宮
沢
俊
義
（
芦
部

信
喜
補
訂
）『
全
訂
日
本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
五
六
〇
頁
）
と
の
理
解
に
と
ど
ま
り
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
行
わ
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
伝
統
的
学
説
の
解
釈
に
対
し
て
、
佐
藤
幸
治
は
、「
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
（
佐
藤
幸
治

「
自
由
の
法
秩
序
」
佐
藤
幸
治
＝
初
宿
正
典
＝
大
石
眞
編
『
憲
法
五
十
年
の
展
望
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）〔
以
下
「
自
由
の
法
秩

序
」〕
三
二
頁
）。

さ
ら
に
佐
藤
幸
治
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
学
説
に
よ
る
「
国
務
を
総
理
す
る
」
と
い
う
表
現
の
消
極
的
解
釈
は
、「『
行
政
権
』
の
内
実

と
し
て
高
度
の
統
治
作
用
を
正
面
か
ら
認
め
な
い
考
え
方
」
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
（「
自
由
の
法
秩
序
」
三
二
頁
）。
つ
ま
り
、
伝
統
的
学
説

は
、「
行
政
権
」
に
つ
い
て
、
法
律
の
執
行
と
し
て
の
側
面
を
重
視
し
、
統
治
作
用
と
し
て
の
側
面
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

（
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
と
「
法
の
支
配
」』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
九
頁
）。
そ
の
上
で
、
伝
統
的
学
説
が
一
方
で
「
行
政
権
」

を
法
律
の
執
行
と
説
明
し
、
他
方
で
控
除
説
に
よ
っ
て
「
行
政
権
」
の
内
実
に
予
算
・
外
交
・
防
衛
な
ど
の
「
高
度
の
統
治
作
用
」
が
含
ま
れ

る
と
も
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
両
者
が
何
故
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
を
、
伝
統
的
学
説
は
充
分
に
説
明
し
て
い
な
い
と
批

判
さ
れ
る
（「
自
由
の
法
秩
序
」
三
〇
頁
）。
ゆ
え
に
佐
藤
幸
治
は
、「
憲
法
六
五
条
に
い
う
『
行
政
権
（executive pow

er

）』
に
は
、
国
法

（
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（
法
律
）
を
執
行
す
る
作
用
と
政
治
・
統
治
の
作
用
の
両
者
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ

る
（「
自
由
の
法
秩
序
」
二
八
頁
）。

石
川
健
治
に
よ
れ
ば
、「
戦
後
憲
法
学
の
努
力
の
蓄
積
を
主
題
化
す
る
と
と
も
に
議
論
を
そ
の
先
に
進
め
る
た
め
に
は
、『
執
政
権
の
統

制
』
と
い
う
問
い
を
中
核
に
据
え
た
上
で
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
『
統
治
』
構
造
と
そ
の
解
釈
論
を
一
度
整
理
し
直
す
必
要
が
あ
る
」（
石

川
健
治
「
統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
」
憲
法
問
題
一
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）〔
以
下
「
統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
」〕
八
〇
頁
）
と
さ
れ
、
こ
う
し
た

意
図
の
下
で
、
控
除
説
は
批
判
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
憲
法
学
に
お
け
る
『
統
治
』
機
構
論
の
最
も
主
要
な
問
い
は
、
執
政
権
を
如
何
に
統

制
す
る
か
、
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
事
実
、
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
が
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
行
政
権
』
論
と
い
う
行
政
法

学
の
言
説
空
間
に
お
い
て
、
執
政
も
行
政
も
一
緒
く
た
に
し
た
控
除
説
に
よ
り
憲
法
六
五
条
の
『
行
政
権
』
を
議
論
し
て
い
た
の
で
は
、
憲
法

学
の
主
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
執
政
作
用
を
自
覚
的
に
主
題
化
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
」（「
統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
」
六
九
頁
）。
控
除

説
に
よ
っ
て
、「
自
由
で
創
造
的
な
『
政
治
』
の
作
用
」
で
あ
る
執
政
は
、「
憲
法
学
上
の
国
家
作
用
論
か
ら
、
意
図
的
に
締
め
出
さ
れ
て
き

た
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、「
日
本
の
公
法
学
の
言
説
空
間
か
ら
『
政
治
』
が
放
逐
さ
れ
て
い
る
以
上
、『
政
治
』
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
『
政

府
』
は
、
少
な
く
と
も
講
学
上
、
い
さ
さ
か
影
の
薄
い
存
在
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
（
石
川
健
治
「
政
府
と
行
政
─
あ
る
い
は
喪
わ
れ
た
言
説

の
場
」
法
学
教
室
二
四
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）〔
以
下
「
政
府
と
行
政
」〕
七
四
頁
）。

控
除
説
に
よ
っ
て
、
執
政
も
行
政
も
一
緒
く
た
に
さ
れ
、
執
政
権
論
の
言
説
の
場
が
統
治
機
構
論
に
お
い
て
喪
わ
れ
た
原
因
は
、
同
説
の
背

後
に
、「
政
治
」
を
「
法
」
の
論
理
で
包
み
込
も
う
と
す
る
企
て
、
す
な
わ
ち
「『
法
』
国
家
＝
法
治
国
家
を
め
ざ
す
近
代
公
法
学
の
巨
大
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
控
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
（「
政
府
と
行
政
」
七
六
頁
）。
こ
の
近
代
公
法
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
試
み
ら

れ
た
の
は
、
す
べ
て
の
国
家
作
用
（
執
政
、
立
法
、
司
法
、
行
政
）
か
ら
立
法
と
司
法
を
除
い
た
残
り
の
作
用
を
─
「
執
政
（Regierung

＝

W
altung

）」
と
「
行
政
（V

erw
altung

）」
を
区
別
せ
ず
に
─
単
純
に
「
行
政
」
と
呼
称
し
、
こ
れ
を
「
法
律
に
よ
る
行
政
」
の
原
理
に
よ

り
敢
え
て
包
摂
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
そ
の
目
的
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、『
統
治
』
権
力
な
い
し
『
政
治
』
権
力
か
ら
の
、〈
自
由
〉
の
保
護

に
あ
る
」（「
統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
」
六
八
頁
）。
し
か
し
、
石
川
健
治
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
（O

tto M
ayer

）
が
法

治
主
義
的
「
行
政
」
を
は
み
出
て
し
ま
う
第
四
の
領
域
を
承
認
し
、
日
本
に
お
い
て
も
通
説
が
法
治
主
義
を
貫
徹
さ
せ
る
試
み
を
放
棄
し
て
統

治
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
執
政
作
用
は
、「『
法
』
の
網
を
突
き
破
ろ
う
と
す
る
」
の
で
あ
り
、

「
こ
こ
に
法
治
主
義
・
立
憲
主
義
に
と
っ
て
の
、
限
界
問
題
が
発
生
す
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
限
界
問
題
に
対
処
す
べ
く
、「
戦
後
憲
法
の

（
5
）
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『
統
治
』
機
構
が
、
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
に
は
、『
執
政
権
』『
立
法
権
』『
行
政
権
』『
司
法
権
』
の
四
権
分
立
体
制
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
現

行
憲
法
体
制
に
お
け
る
『
執
政
権
』
の
所
在
と
そ
の
統
制
を
体
系
的
に
捉
え
る
」
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
石
川
健
治
は
主
張
す
る
の
で
あ
る

（「
統
治
の
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
」
六
九
頁
）。

控
除
説
に
対
し
て
は
、「
執
政
権
説
」
と
は
別
に
、「
法
律
執
行
説
」
を
説
く
論
者
か
ら
も
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
高
橋
和
之

『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
八
頁
、
芹
沢
斉
＝
市
川
正
人
＝
阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
六
八
頁
〔
毛
利
透
〕
参
照
。
な
お
、「
執
政
権
説
」
と
「
法
律
執
行
説
」
の
対
立
に
関
し
て
は
、
両

者
の
間
に
ど
の
程
度
の
対
立
が
あ
る
の
か
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
法
律
執
行
説
も
、
法
律
執
行

や
七
三
条
の
諸
権
限
行
使
の
場
面
で
の
内
閣
の
政
治
的
判
断
権
を
肯
定
な
い
し
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
前
掲
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン

タ
ー
ル　

憲
法
』
三
六
八
頁
〔
毛
利
透
〕）。

二
〇
一
三
年
二
月
六
日
、
第
一
八
三
回
国
会
（
常
会
）
に
お
い
て
、
山
田
太
郎
参
議
院
議
員
は
、
国
会
法
七
四
条
に
基
づ
き
、「
我
が
国

が
締
結
し
て
い
る
国
際
約
束
と
今
後
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」（
質
問
第
一
八
号
）
を
平
田
健
二
参
議
院
議
長
に
提
出
し
た
。
こ
の

質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
山
田
議
員
は
、「
国
会
承
認
条
約
及
び
い
わ
ゆ
る
行
政
協
定
（
以
下
「
行
政
協
定
」
と
い
う
。）
を
合
わ
せ
た
全
体
の

総
数
と
内
訳
」
と
「
二
国
間
の
も
の
と
多
数
国
間
の
も
の
の
数
と
そ
れ
ぞ
れ
の
国
会
承
認
条
約
、
行
政
協
定
の
内
訳
」
を
内
閣
に
対
し
て
質
問

し
た
。
同
年
二
月
十
九
日
に
「
参
議
院
議
員
山
田
太
郎
君
提
出
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
約
束
と
今
後
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書
」（
答
弁
書
第
一
八
号
）
が
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
平
田
参
議
院
議
長
に
送
付
さ
れ
た
。
こ
の
答
弁
書
に
よ
る
と
、「
平
成
二

十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
効
力
を
生
じ
た
国
際
約
束
の
数
は
二
百
十
六
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
締

結
に
当
た
り
国
会
の
承
認
を
得
た
も
の
（
以
下
「
国
会
承
認
条
約
」
と
い
う
。）
の
数
は
四
十
九
、
内
閣
の
権
限
の
範
囲
内
で
締
結
し
た
も
の

（
以
下
「
行
政
取
極
」
と
い
う
。）
の
数
は
百
六
十
七
で
あ
る
。
ま
た
、
二
国
間
（
相
手
側
が
国
際
機
関
等
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
の
国
際
約
束
の
数
は
百
九
十
四
、
多
数
国
間
（
締
約
者
に
国
際
機
関
等
を
含
む
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
国
際
約
束
の
数
は
二
十

二
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
二
国
間
の
国
会
承
認
条
約
の
数
は
三
十
、
二
国
間
の
行
政
取
極
の
数
は
百
六
十
四
、
多
数
国
間
の
国
会
承
認
条
約
の

数
は
十
九
、
多
数
国
間
の
行
政
取
極
の
数
は
三
で
あ
る
」。
以
上
の
質
問
主
意
書
お
よ
び
答
弁
書
の
全
文
に
つ
い
て
は
、〈http://w

w
w

.san-
giin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuisyo.htm

〉
か
ら
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

中
西
康
夫
「
条
約
の
国
会
承
認
に
関
す
る
制
度
・
運
用
と
国
会
に
お
け
る
議
論
─
条
約
締
結
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
在
り
方
と
は
─
」

（
6
）

（
7
）

（
8
）
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立
法
と
調
査
三
三
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
八
頁
参
照
。

二
〇
〇
一
年
九
月
二
八
日
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
（
以
下
「
国
連
安
保
理
決
議
」）
一
三
七
三
号
が
採
択
さ
れ
た
。
同
決
議

で
は
、「
す
べ
て
の
国
」
が
「
テ
ロ
行
為
へ
の
資
金
提
供
を
防
止
し
ま
た
抑
止
す
る
こ
と
」（
一
項
ａ
）
が
決
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
で
き
る

だ
け
早
期
に
、
千
九
百
九
十
九
年
十
二
月
九
日
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
を
含
め
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関

連
す
る
国
際
条
約
及
び
議
定
書
の
締
約
国
と
な
る
こ
と
」（
三
項
ｄ
）
が
求
め
ら
れ
た
（
同
決
議
の
訳
文
に
つ
い
て
は
外
務
省
告
示
三
六
一
号

を
参
照
）。

右
決
議
の
要
求
に
応
じ
る
か
た
ち
で
、
日
本
国
政
府
は
、
衆
議
院
お
よ
び
参
議
院
で
の
承
認
を
経
た
後
、
二
〇
〇
二
年
六
月
一
一
日
、
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
条
約
（
テ
ロ
資
金
供
与
防
止
条
約
）
を
締
結
し
た
。
同
条
約
に
よ
っ
て
、「
締
約
国
は
、
自
国

の
法
的
原
則
に
従
い
、
第
二
条
に
定
め
る
犯
罪
の
実
行
を
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
又
は
配
分
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
資
金
及
び
当
該
犯
罪
か
ら
生
じ

た
収
益
に
つ
い
て
、
没
収
を
行
い
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
特
定
し
、
発
見
し
及
び
凍
結
し
又
は
押
収
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
」

（
八
条
一
項
）
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

右
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
措
置
を
と
る
べ
く
、
条
約
締
結
に
先
ん
じ
て
二
〇
〇
二
年
三
月
一
二
日
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法

（
以
下
「
外
為
法
」）
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
第
一
五
四
回
国
会
（
常
会
）
に
提
出
さ
れ
（
閣
法
番
号
六
二
・
財
務
省
主
管
）、
同
年
五

月
七
日
に
成
立
し
た
。
当
該
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
塩
川
正
十
郎
財
務
大
臣
（
当
時
）
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
昨
年
九
月
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
発
生
以
降
、
国
際
社
会
に
お
い
て
テ
ロ
対
策
の
さ
ら
な
る
推
進
が
喫
緊
の
課
題
と
な
り
、
テ
ロ
リ

ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
及
び
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
三
百
七
十
三
号
で
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対

す
る
遅
滞
な
き
資
産
凍
結
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
外
国
為
替
取
引
等
に
係
る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
に
対
す
る
資
産
凍
結
等
の
措

置
の
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。
第
一
に
、
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
現
行
法
の
本
人
確
認
に
係
る
努
力
規
定
を
義
務
化
し
、
あ
わ
せ
て
そ

の
対
象
に
非
居
住
者
預
金
等
の
資
本
取
引
を
加
え
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
第
二
に
、
資
産
凍
結
等
の
対
象
と
な
る
テ
ロ
リ
ス
ト
等
を
適
切

に
指
定
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
と
の
間
の
情
報
提
供
等
の
協
力
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
」（
第
一
五
四
回
国
会
衆

議
院
財
務
金
融
委
員
会
（
二
〇
〇
二
年
四
月
九
日
）
会
議
録
一
〇
号
二
頁
）。

右
外
為
法
に
基
づ
く
資
産
凍
結
の
実
行
の
仕
方
に
つ
い
て
、
溝
口
善
兵
衛
財
務
省
国
際
局
長
（
当
時
）
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

（
9
）
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「
資
産
凍
結
は
、
外
為
法
に
基
づ
き
ま
し
て
実
行
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
行
の
仕
方
は
、
ま
ず
、
取
り
締
ま
る
べ
き
、
凍
結
す
べ

き
テ
ロ
リ
ス
ト
の
リ
ス
ト
を
公
表
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
リ
ス
ト
は
、
先
ほ
ど
来
説
明
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
国
連
の
制
裁
委
員

会
で
指
定
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
国
連
で
指
定
し
て
い
な
い
場
合
は
主
要
国
で
共
同
し
て
指
定
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
ま

す
と
、
日
本
の
国
内
で
、
こ
う
い
う
人
を
取
り
締
ま
り
な
さ
い
と
い
う
の
を
私
ど
も
で
告
示
で
知
ら
せ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
金

融
機
関
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
名
前
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
て
、
口
座
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
凍
結
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
前
掲
委
員
会

会
議
録
一
〇
号
五
頁
）。
よ
り
詳
細
な
資
産
凍
結
措
置
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
和
家
泰
彦
「
外
為
法
に
基
づ
く
資
産
凍
結
等
経
済
制
裁
措
置
及

び
外
国
為
替
検
査
」
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
五
三
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
財
務
省
が
公
開
し
て
い
る
「
経
済
制
裁
措
置
及

び
対
象
者
リ
ス
ト
」〈http://w

w
w

.m
of.go.jp/international_policy/gaitam

e_kaw
ase/gaitam

e/econom
ic_sanctions/list.htm

l

〉

に
お
け
る
「
テ
ロ
リ
ス
ト
等
」
の
項
目
か
ら
閲
覧
可
能
な
外
務
省
の
「
国
連
安
保
理
決
議
第
一
三
七
三
号
に
基
づ
く
資
産
凍
結
措
置
対
象
者
リ

ス
ト
」〈http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/terro/pdfs/list_1373.pdf

〉
に
よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日
の
時
点
で
、
四
五

の
個
人
及
び
団
体
が
当
該
措
置
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

最
近
で
は
、「
国
際
テ
ロ
の
防
止
」
を
名
目
に
、
基
本
権
侵
害
を
構
成
し
得
る
警
察
活
動
が
正
当
化
さ
れ
る
裁
判
事
例
も
看
取
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
月
一
五
日
（
判
時
二
二
一
五
号
五
六
頁
）
は
、
国
際
テ
ロ
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
警
察
の
個
人
情
報
収
集
活
動
に
よ
っ
て
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
が
収
集
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
収
集
す
る
情
報
が
国

民
の
権
利
、
自
由
の
干
渉
に
わ
た
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
収
集
活
動
は
任
意
手
段
に
よ
る
か
ら
と
い
っ
て

無
制
限
に
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
本
件
情
報
収
集
活
動
は
国
際
テ
ロ
の
防
止
の
観
点
か
ら
必
要
や
む
を
得
な
い
活
動
で
あ
る
」
と
判
示

し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
原
告
ら
は
、
同
年
三
月
一
九
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
控
訴
理
由
書
を
提
出
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
執
行
権
（vollziehende Gew

alt
）」
の
概
念
を
紹
介
し
た
文
献
と
し
て
、
初
宿
正
典
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る

《
執
行
権
》
の
概
念
に
つ
い
て
の
若
干
の
覚
え
書
き
─
日
本
国
憲
法
上
の
《
行
政
権
》
の
概
念
と
関
連
さ
せ
つ
つ
─
」
法
学
論
叢
一
三
二
巻

四
・
五
・
六
号
（
一
九
九
三
年
）
一
六
三
頁
以
下
参
照
。

他
方
、
伝
統
的
な
権
力
分
立
の
議
論
枠
組
み
に
お
い
て
も
理
論
構
築
が
以
前
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
説
い
た
「
垂
直
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」（K

arl Loew
enstein, V

erfassungslehre, 4. A
ufl., J.C.B. M

ohr (Paul Siebeck), 
T

übingen 2000, S. 295.; 

邦
訳
と
し
て
、
阿
部
照
哉
＝
山
川
雄
巳
共
訳
『
新
訂　

現
代
憲
法
論
─
政
治
権
力
と
統
治
過
程
』（
有
信
堂
、
一
九

（
10
）

（
11
）

（
12
）



論　　　説

（阪大法学）64（2-204）　520 〔2014. 7 〕

八
六
年
）
三
四
五
頁
参
照
）
を
応
用
し
た
の
が
、
戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
の
通
説
的
立
場
に
あ
る
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
で
あ
る
。

彼
の
著
し
た
ド
イ
ツ
国
法
学
の
一
般
的
な
教
科
書
（K

laus Stern, D
as Staatsrecht der Bundesrepublik D

eutschland, Bd. II, 
C.H

.Beck, M
ünchen 1980; 

邦
訳
と
し
て
、
赤
坂
正
浩
＝
片
山
智
彦
＝
川
又
伸
彦
＝
小
山
剛
＝
高
田
篤
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅰ　

総
論
・
統

治
編
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）〔
赤
坂
正
浩
訳
〕
を
参
照
）
に
よ
る
と
、「
権
力
分
立
原
理
は
、
機
械
的
な
い
し
数
学
的
に
分
配
さ
れ
割
当

て
ら
れ
る
べ
き
権
力
の
『
諸
部
分
』
の
シ
ス
テ
ム
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
権
力
を
制
限
し
自
由
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
国

家
の
基
本
的
な
諸
作
用
を
区
別
し
、
特
定
の
作
用
担
当
者
に
そ
れ
ら
を
割
り
ふ
る
法
的
に
規
律
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
家
権
力
を
分
割
す
る
こ
と
が
第
一
時
的
な
目
的
な
の
で
は
な
く
、
権
限
の
分
配
を
通
じ
た
国
家
作
用
の
抑
制
と
統
制
、
要
す
る
に
権

限
の
有
効
な
分
配
が
第
一
時
的
な
目
的
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
国
家
権
力
の
極
小
化
』（
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
）
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
国

家
権
力
の
統
一
性
は
維
持
さ
れ
つ
づ
け
る
が
、
し
か
し
そ
の
発
現
は
作
用
お
よ
び
作
用
担
当
者
に
応
じ
て
分
割
さ
れ
、
権
力
の
制
限
お
よ
び
統

制
の
観
点
か
ら
、
憲
法
に
よ
っ
て
詳
細
に
規
律
さ
れ
た
帰
属
関
係
に
置
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
で
は
権
力
分
立
は
、
作
用
の
分
離
、
作

用
の
分
配
、
作
用
の
抑
制
、
作
用
の
統
制
を
意
味
す
る
。
す
べ
て
の
要
素
が
、
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
合
理
的
な
権
限
分
配
、
す
な
わ
ち
作
用

と
組
織
に
適
合
的
な
権
限
分
配
に
仕
え
る
の
で
あ
る
」（Stern, a.a.O

., S. 530.; 

邦
訳
四
二
八
頁
）。「
権
力
分
立
」
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る

シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
そ
の
理
論
構
築
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。「
権
力
分
立
原
理
の
伝
統
的
な
次
元
は
、
純
粋
に
『
水
平
的

な
』
制
限
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
用
担
当
者
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
無
効
に
は
し
な
い
ま
で
も
削
減
す
る
よ
う
な
諸
要
素

が
働
い
て
い
る
場
合
に
は
（
前
掲
Ⅳ
6
）、
古
い
権
力
制
限
作
用
を
再
建
す
る
た
め
に
、
追
加
的
な
調
整
が
必
要
と
な
る
」（Stern, a.a.O

., S. 
547.; 

邦
訳
四
四
三
頁
）。
そ
こ
で
シ
ュ
テ
ル
ン
は
、
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
権
力
分
立
の
新
た
な
次
元
に
対
す
る
「
垂
直
的
」
な
捉

え
方
に
つ
い
て
、「
水
平
的
作
用
分
割
を
次
元
的
に
補
完
す
る
も
の
」
だ
か
ら
「
垂
直
的
権
力
分
立
と
い
う
定
式
に
は
、
ま
だ
し
も
説
得
力
が

あ
る
」（Stern, a.a.O

., S. 548.; 

邦
訳
四
四
四
頁
）
と
し
、
斯
か
る
定
式
が
「
国
家
組
織
を
超
え
る
垂
直
的
権
力
分
立
の
新
た
な
形
態
」

（Stern, a.a.O
., S. 555.; 

邦
訳
四
四
九
頁
）
と
し
て
理
論
構
築
に
応
用
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
ド
イ
ツ
国
法
学
の
権
力
分
立
原
理
に
対
す
る

態
度
は
、
一
九
九
〇
年
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
閉
鎖
的
に
自
ら
の
内
に
安
住
す
る
状
態
（In-sich-Ruhen

）
に
あ
っ
た
」
と
も
言
わ
れ

て
い
る
（U

do D
i Fabio, Gew

altenteilung, in: Josef Isensee/Paul K
irchhof (H

rsg.), H
andbuch des Staatsrechts der Bundes-

republik D
eutschland, Bd. II, 3. A

ufl., C.F.M
üller, H

eidelberg 2004, 
§27 Rn. 6.

）。

二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、「
垂
直
的
権
力
分
立
」
に
よ
る
理
論
構
築
は
、
体
系
書
レ
ベ
ル
で
も
本
格
的
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（V

gl. 
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D
i Fabio, a.a.O

., Rn. 64 ff.

）。
な
お
、
こ
の
「
垂
直
的
権
力
分
立
」
に
つ
い
て
、
ホ
ル
ス
ト
・
ド
ラ
イ
ア
ー
（H

orst D
reier

）
編
集
の
基

本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
第
二
巻
の
初
版
で
は
、「
連
邦
国
家
に
お
け
る
立
法
権
限
と
行
政
権
限
の
分
配
は
、
作
用
上
、
追
加
的
な
垂
直
的
権
力

分
立
を
も
た
ら
す
」
と
あ
っ
た
が
（H

elm
uth Schulze-Fielitz, in: H

. D
reier (H

rsg.), Grundgesetz, Bd. II, M
ohr Siebeck, T

übin-
gen 1998, A

rt. 20 Rn. 72.

）、
第
二
版
で
は
、
こ
の
文
章
の
直
後
に
、
垂
直
的
権
力
分
立
を
先
行
詞
と
す
る
関
係
代
名
詞
節
が
新
た
に
付
け

加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
垂
直
的
権
力
分
立
は
、
諸
権
力
の
交
差
・
バ
ラ
ン
ス
化
の
さ
ら
な
る
層
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
相
互

の
多
元
的
行
政
を
通
じ
て
上
に
向
か
っ
て
ま
す
ま
す
補
完
さ
れ
て
い
る
」（Schulze-Fielitz, a.a.O

., Bd. II, 2. A
ufl., 2006, A

rt. 20 Rn. 
78.

）。高
田
篤
「
戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
ケ
ル
ゼ
ン
─
ケ
ル
ゼ
ン
の
タ
ブ
ー
化
と
『
ケ
ル
ゼ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
つ
い
て
」
文
明
と

哲
学
（
日
独
文
化
研
究
所
年
報
）
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
四
頁
以
下
参
照
。

V
gl. E

rnst-W
olfgang Böckenförde, D

ie Zukunft politischer A
utonom

ie, in: ders., Staat, N
ation, Europa, Suhrkam

p, 
Frankfurt a.M

. 1999, S. 123.
BV

erfGE 68, 1. 

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
シ
ン
グ
判
決
」
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
東
西
冷
戦
下

で
の
緊
迫
し
た
政
治
情
勢
を
背
景
に
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
加
盟
国
は
、
旧
ソ
連
の
軍
事
拡
大
措
置
（
中
距
離
核
ミ
サ
イ
ル
Ｓ

Ｓ
二
〇
型
の
配
備
）
に
対
抗
し
て
、
中
距
離
核
ミ
サ
イ
ル
の
潜
在
力
を
現
代
化
す
る
決
議
を
行
っ
た
。
決
議
で
は
、
一
〇
八
の
パ
ー
シ
ン
グ
Ⅱ

型
ミ
サ
イ
ル
お
よ
び
四
六
四
の
巡
航
ミ
サ
イ
ル
の
配
備
、
並
び
に
一
〇
〇
〇
の
旧
実
戦
用
弾
頭
の
撤
去
が
計
画
さ
れ
た
。
一
九
八
三
年
、
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
加
盟
国
で
あ
っ
た
西
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
政
府
は
、
こ
の
決
議
に
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
ミ
サ
イ
ル
の
国
内
配
備
に
同
意
す
る
宣

言
（Zustim
m

ungserklärung

）
を
、
議
会
に
よ
る
法
律
の
授
権
を
求
め
る
こ
と
な
し
に
行
っ
た
。
同
年
、
こ
の
政
府
の
行
為
に
対
し
、
緑

の
党
の
連
邦
議
会
会
派
（Bundestagsfraktion

）
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
該
同
意
宣
言
に
つ
い

て
、
政
府
が
議
会
に
よ
る
法
律
の
授
権
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
基
本
法
五
九
条
二
項
と
こ
れ
に
関
連
す
る
基
本
法
七
九
条
一
項
一
文

お
よ
び
基
本
法
二
〇
条
三
項
に
基
づ
く
議
会
の
権
限
が
侵
害
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
訴
え
が
、
機
関
訴
訟
の
形
式
で
提
起
さ
れ
た
。

一
九
八
四
年
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
侵
害
は
一
切
な
か
っ
た
と
判
示
し
、
議
会
会
派
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。

V
gl. R

alf M
üller-T

erpitz, BV
erfGE 68, 1 

─ Pershing, in: Jörg M
enzel (H

rsg.), V
erfassungsrechtsprechung: H

undert 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Retrospektive, M

ohr Siebeck, 2000, S. 364 f.

（
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）

（
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）
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BV
erfGE 68, 1 (86). 

同
判
決
の
多
数
意
見
に
よ
る
と
、
法
律
の
留
保
を
、
基
本
法
五
九
条
二
項
二
文
に
基
づ
い
て
、
執
行
府
の
外
交
権

限
（
本
件
で
は
、
ミ
サ
イ
ル
配
備
に
つ
い
て
の
同
意
宣
言
）
へ
拡
充
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
力
分
立
原
理
に
よ
る
と
、

執
行
府
に
は
他
の
機
関
に
よ
る
侵
入
が
許
さ
れ
な
い
中
核
的
形
成
領
域
が
あ
り
、
法
律
の
留
保
が
拡
充
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
領
域
は
、
議
会

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
交
に
お
け
る
執
行
府
の
中
核
的
決
定
権
限
が
議
会
に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と

で
権
力
の
集
中
が
起
き
て
し
ま
う
が
、
こ
の
こ
と
は
、
力
の
配
分
、
責
任
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
基
本
法
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
て
い

る
構
造
に
も
反
す
る
と
さ
れ
る
（BV

erfGE 68, 1 (86)

）。
斯
か
る
多
数
意
見
に
お
い
て
援
用
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
権
力
分
立
の
定
式
で
あ
る
。

さ
ら
に
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
解
釈
方
法
上
、
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
の
適
用
範
囲
は
厳
格
に
境
界
づ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
条
は
、

権
力
分
立
を
規
範
化
し
て
い
る
根
本
命
題
た
る
基
本
法
二
〇
条
二
項
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

（BV
erfGE 68, 1 (86)

）。
こ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
、
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
に
基
づ
い
て
法
律
の
留
保
の
適
用
範
囲
を
「
執
行

府
の
中
核
的
形
成
領
域
」
へ
拡
充
す
る
こ
と
は
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
権
力
分
立
に
反
す
る
の
で
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
帰
結
が
導
き
出
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
意
見
に
よ
る
と
、
法
律
の
留
保
を
執
行
府
の
外
交
権
限
へ
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
基
本
法
五

九
条
二
項
一
文
に
よ
る
と
、
連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
又
は
連
邦
立
法
の
対
象
に
関
わ
る
条
約
は
、
連
邦
立
法
の
権
限
を
そ
の
都
度
有
す

る
機
関
が
、
連
邦
法
律
の
形
式
で
、
同
意
あ
る
い
は
協
力
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
か
ら
で
あ
る
（E

rnst G
ottfried M

ahrenholz, 
BV

erfGE 68, 1/111 (127)

）。
こ
の
よ
う
な
少
数
意
見
の
解
釈
は
、
基
本
法
に
お
け
る
権
力
分
立
が
基
本
法
二
〇
条
二
項
以
外
に
も
実
定
化

さ
れ
て
い
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
基
本
法
二
〇
条
二
項
の
権
力
分
立
原
理
は
、
基
本
法
五
九
条
二
項
を
解
釈
す
る
尺

度
に
は
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
規
定
そ
れ
自
体
は
、
基
本
法
に
お
け
る
権
力
分
立
を
実
定
的
に
規
範
化
し
て
い
る
諸
々
の
規
定
の
一

部
だ
か
ら
で
あ
る
」（M

ahrenholz, BV
erfGE 68, 1/111 (112)

）。
し
た
が
っ
て
、
少
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
権
力
分
立
原
理
の
射
程
は
、

「
観
念
的
に
想
像
さ
れ
た
権
力
分
立
シ
ェ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
確
定
さ
れ
得
」
ず
（M

ahrenholz, BV
erfGE 68, 1/111 (129)

）、
基
本
法
二

〇
条
二
項
に
照
ら
し
て
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
を
解
釈
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
基
本
法
五
九
条
二
項
一
文
に
照
ら
し
て
基
本
法
二
〇
条
二
項

を
解
釈
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
少
数
意
見
は
、「
本
法
廷
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
基
本
法
二
〇
条
二
項
を
基
本
法
五
九
条
二
項
に
照
ら
し
て
解
釈
せ
ず
に
、
基
本

法
五
九
条
二
項
を
基
本
法
二
〇
条
二
項
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
」
と
述
べ
（M

ahrenholz, BV
erfGE 68, 1/111 (129)

）、
多
数
意
見
を
批

（
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判
す
る
。
少
数
意
見
が
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
は
、
多
数
意
見
の
解
釈
方
法
が
、
そ
も
そ
も
最
初
か
ら
、
執
行
府
の
中
核
的
形
成
領
域
を
権

力
分
立
に
よ
っ
て
擁
護
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
方
法
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
意
見
は
、
一
方
で
、
権
力
分
立
を
論

拠
に
、
基
本
法
五
九
条
二
項
に
基
づ
い
て
法
律
の
留
保
が
執
行
府
の
外
交
権
限
へ
拡
充
さ
れ
る
こ
と
か
ら
執
行
府
の
中
核
的
形
成
領
域
を
守
ろ

う
と
す
る
が
、
他
方
で
、
立
法
府
の
協
力
領
域
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
執
行
府
と
争
う
余
地
を
全
く
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
（M

ahren-
holz, BV

erfGE 68, 1/111 (128)

）。「
こ
う
し
た
法
廷
解
説
よ
る
と
、
執
行
府
の
中
核
的
形
成
領
域
へ
の
侵
入
は
、
論
外
と
な
る
。
逆
に
、

当
該
法
廷
解
説
で
は
、
基
本
法
五
九
条
二
項
に
よ
る
立
法
者
の
協
力
権
限
が
『
漸
進
的
な
侵
食
』
の
危
険
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
問
題
に
さ
れ

る
」（M

ahrenholz, BV
erfGE 68, 1/111 (129)

）。
つ
ま
り
、
多
数
意
見
の
解
釈
方
法
を
採
る
な
ら
ば
、
執
行
府
の
中
核
的
形
成
領
域
は
、

最
初
か
ら
原
則
と
し
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
領
域
と
さ
れ
、
そ
の
領
域
へ
法
律
の
留
保
を
拡
充
す
る
こ
と
は
論
外
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
立
法
府
の

協
力
権
限
は
「
漸
進
的
な
侵
食
」
と
し
て
基
本
法
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
意
見
に
お
い
て
は
、
権
力
分
立
が
執

行
府
の
形
成
領
域
を
他
の
機
関
の
権
限
に
よ
る
侵
害
か
ら
守
る
役
割
を
期
待
さ
れ
、
ま
さ
に
解
釈
論
上
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

V
gl. BV

erfGE 95, 1 (15); 98, 218 (251 f.).
Z.B. K

onrad H
esse, Grundzüge des V

erfassungsrechts der Bundesrepublik D
eutschland, 20. A

ufl., C.F.M
üller, H

ei-
delberg 1999, Rn. 488.; E

berhard Schm
idt-A

ßm
ann, D

er Rechtsstaat, in: Josef Isensee/Paul K
irchhof (H

rsg.), H
andbuch 

des Staatsrechts der Bundesrepublik D
eutschland, Bd. II, 3. A

ufl., C.F.M
üller, H

eidelberg 2004, 

§26 Rn. 50.; K
arl-Peter 

Som
m

erm
ann, in: H

erm
ann von M

angoldt/Friedrich K
lein/Christian Starck (H

rsg.), K
om

m
entar zum

 Grundgesetz, Bd. 
2, 5. A

ufl., Franz V
ahlen, M

ünchen 2005, A
rt. 20 Rn. 187.; H

elm
uth Schulze-Fielitz, a.a.O

., Bd. II, 2. A
ufl., 2006, A

rt. 20 Rn. 
71.

Christoph M
öllers, D

ogm
atik der grundgesetzlichen Gew

altengliederung, A
öR Bd. 132 (2007), S. 498.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 498.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 498.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 498.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 498.
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「Gew
altengliederung

」
と
い
う
専
門
用
語
を
採
用
し
た
趣
旨
に
つ
い
て
、
メ
ラ
ー
ス
は
、
と
り
わ
け
「T

eilung

」
と
い
う
用
語
を

問
題
視
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
書
で
展
開
さ
れ
る
三
権
力
の
秩
序
観
念
は
、Gew

altengliederung

と
称
さ
れ
る
。『
権
力
』
概
念
の
使
用
は
、
多
く
の
法
言
語
に
お

い
て
な
お
恒
例
の
、
政
治
思
想
史
か
ら
借
用
さ
れ
た
例
の
概
念
す
な
わ
ちpouvoir, pow

er

に
依
っ
て
い
る
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
言
い
表

さ
れ
る
の
は
、Gew

altenteilung

の
従
来
の
理
念
が
、
現
代
の
法
学
で
す
ら
放
棄
し
得
な
い
、
し
か
も
そ
れ
自
体
の
前
民
主
的
根
源
ゆ
え
に

自
由
主
義
的
に
洗
練
さ
れ
る
こ
と
を
も
要
す
る
、
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
分
割
（T

eilung

）
の
ゼ
マ

ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
意
味
が
、
分
離
（T

rennung

）
と
区
別
（U

nterscheidung

）
と
の
間
で
曖
昧
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
理
由
だ
け
か

ら
し
て
も
、
権
力
が
分
割
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
三
権
力
は
─
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
─
、
互
い
に
完
全

に
は
分
離
し
得
な
い
。
む
し
ろ
三
権
力
は
、
国
家
で
あ
れ
ガ
バ
メ
ン
ト
で
あ
れ
Ｅ
Ｕ
で
あ
れ
、
三
権
力
の
淵
源
と
な
る
単
一
体
を
構
成
す
る
た

め
に
、
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
適
当
と
思
わ
れ
る
の
は
、Gliederung

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
、
そ
し
て

同
時
に
、
ド
イ
ツ
の
文
献
に
普
及
し
た
作
用
秩
序
と
い
う
概
念
を
も
断
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
色
褪
せ
て
お
り
、
伝
承
で
き
な
い
。

以
下
で
は
、
作
用
の
概
念
の
み
が
、
権
力
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、Gew

altenteilung

と
い
う
従
来
の
概
念
は
、
そ
の

問
題
の
従
来
の
記
述
に
対
し
て
引
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」（Christoph M

öllers, Gew
altengliederung: Legitim

ation und 
D

ogm
atik im

 nationalen und internationalen Rechtsvergleich, 2005, S. 25.

）。

以
上
の
趣
旨
か
ら
し
て
、「Gliederung

」
の
翻
訳
に
際
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
分
離
と
区
別
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
曖
昧
な

表
現
（
メ
ラ
ー
ス
に
よ
れ
ば
「
分
割
」）
を
避
け
る
こ
と
、
第
二
に
、
三
権
力
が
完
全
に
分
離
し
得
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
く
、
三
権
力
の
淵

源
と
な
る
単
一
体
を
構
成
す
る
た
め
に
、
互
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
得
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
分
離
（T

ren-
nung

）」
や
「
分
割
（T

eilung

）」
は
も
ち
ろ
ん
、Gew

altenteilung

に
お
け
る
定
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
分
立
」
も
、「Gliederung

」

の
訳
語
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
趣
旨
説
明
に
加
え
て
、
メ
ラ
ー
ス
に
よ
る
別
の
論
文
で
は
、
と
り
わ
け
実
定
憲
法
に

依
拠
し
て
、「Gew

altengliederung

」
と
い
う
専
門
用
語
を
採
用
す
る
趣
旨
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
基
本
法
二
〇
条
二
項
二
文
は
、
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
の
行
使
を
、
立
法
、
執
行
権
お
よ
び
裁
判
に
つ
い
て
の
特
別
機
関
に
委
ね
て
い
る
。

国
家
に
よ
る
支
配
の
三
形
式
は
、
基
本
法
に
よ
っ
て
結
合
し
つ
つ
区
別
さ
れ

0

0

0

0

（unterschieden

）、
そ
し
て
特
定
の
機
関
に
割
当
て
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

（zugew
iesen

）。
つ
ま
り
基
本
法
は
、
国
家
権
力
を
、
相
互
に
分
離
さ
せ
る
こ
と
な
く
、gliedert

4

4
4

4

4

4

4

4

す
る
の
で
あ
る
。『
分
割
さ
れ
た
』
国
家

（
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組
織
と
い
う
理
念
は
、
基
本
法
に
見
出
さ
れ
な
い
─
背
後
に
控
え
た
、
例
外
に
よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
原
則
と
し
て
も
。
第
三
権
力
は
、
た

し
か
に
他
の
権
力
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
、
基
本
法
九
七
条
。
し
か
し
、
第
一
お
よ
び
第
二
権
力
は
、
明
文
上
、
互
い
に
結
合
し
て
い
る
、
基

本
法
六
三
条
一
項
。
こ
れ
を
根
拠
に
す
る
と
、
基
本
法
に
基
づ
くGew

altengliederung

の
根
本
命
題
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
べ
き
な
の

で
あ
る
」（M

öllers, (A
nm

. 19), S. 501.

）。

右
の
説
明
か
ら
す
る
と
、「Gliederung

」
の
翻
訳
に
際
し
て
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
各
権
力
が
部
分
的
に
「
結
合
」
し
な
が
ら
「
区

別
」
さ
れ
そ
し
て
特
定
の
機
関
に
「
割
当
て
」
ら
れ
る
、
と
い
う
メ
ラ
ー
ス
の
理
解
す
る
基
本
法
の
要
請
を
で
き
る
だ
け
斟
酌
し
得
る
日
本
語

を
充
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
留
意
事
項
を
踏
ま
え
て
、
例
え
ば
、「
分
節
」
や
「
区
分
」
な
ど
の
訳
語
が
思
案
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、

メ
ラ
ー
ス
論
文
に
お
け
る
「Gew

altengliederung

」
が
、
正
統
化
の
観
点
に
基
づ
く
権
力
の
判
別
規
準
（Legitim

ationsbezogene 
K

riterien

）
で
も
あ
る
こ
と
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
国
語
辞
典
（
新
村
出
編
『
広
辞
苑
〔
第
六
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八

年
）
八
〇
四
頁
）
に
載
録
さ
れ
た
「
区
分
原
理
」（「
物
事
を
区
分
す
る
際
の
目
安
と
な
る
特
質
。
例
え
ば
、
三
角
形
を
不
等
辺
・
等
辺
・
二
等

辺
と
区
分
す
る
場
合
の
区
分
原
理
は
辺
が
等
し
い
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」）
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
区
分
」
の
訳
語
が
よ
り
適
当
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。V

gl. auch M
atthias Cornils, Gew

altenteilung, in: O
tto D

epenheuer/Christoph Grabenw
arter (H

rsg.), 
V

erfassungstheorie, M
ohr Siebeck, 2010, 

§20 Rn. 41 Fn. 108.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 503.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 504.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 503.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 503 f.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 504.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 504.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 504.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 504.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 504.
M

öllers, (A
nm

. 19), S. 505.
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M
öllers, (A

nm
. 19), S. 509.

Christoph M
öllers, Gew

altengliederung: Legitim
ation und D

ogm
atik im

 nationalen und internationalen Rechtsver-
gleich, M

ohr Siebeck, T
übingen 2005, S. 89.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 505.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 505.

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 95.

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 105.

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 112.

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 84.

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 83.

こ
の
よ
う
に
概
念
化
さ
れ
る
権
力
区
分
は
、
執
行
権
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動
を
そ
の
射
程
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
斯

か
る
疑
義
に
対
し
て
、
メ
ラ
ー
ス
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
と
い
う
概
念
が
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
一
般
的
に
通
用
す

る
回
答
は
出
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動
も
法
的
帰
結
を
有
し
得
、
例
え
ば
個
々
の
基
本
権
介
入
の
よ
う
に
、
権
力
区

分
の
要
請
を
免
れ
得
な
い
」
と
述
べ
て
、
当
該
活
動
に
も
権
力
区
分
が
関
連
し
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（M

öllers, (A
nm

. 19), S. 508.

）。

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 508.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 508.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 514 f.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.
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M
öllers, (A

nm
. 19), S. 515.

BV
erfGE 68, 1 (86).

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 528.

メ
ラ
ー
ス
の
二
〇
〇
五
年
の
著
書
に
よ
れ
ば
、
同
書
三
五
八
頁
以
下
で
、「
外
交
活
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
、
そ
の
活

動
を
通
じ
て
存
在
し
て
い
る
高
権
的
な
次
元
に
お
い
て
、
法
創
設
を
指
向
す
る
よ
う
な
行
為
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
外
交
活
動
は
、
如

何
な
る
場
合
で
も
法
的
に
重
要
な
活
動
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
大
部
分
の
外
交
活
動
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
、
制
度
化
さ
れ
て
い
な

い
意
思
形
成
の
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
」
も
の
の
、「
そ
の
意
思
形
成
自
体
か
ら
、
間
接
的
に
あ
る
い
は
長
期
的
に
、
当
該
意
思
形
成
が
法

的
な
含
意
（rechtliche Im

plikationen

）
を
有
し
得
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
外
交
活
動
は
「
外
交
上
の
ジ
ェ
ス
チ

ャ
ー
か
ら
国
際
法
上
の
条
約
締
結
ま
で
」
多
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
同
書
に
お
け
る
メ
ラ
ー
ス
の
研
究
は
、「
諸
々
の
現
象
と
し
て

の
条
約
の
締
結
（V

ertragsschluß als Phänom
en

）
に
集
中
す
る
」
と
さ
れ
る
（M

öllers, (A
nm

. 36), S. 358.

）。

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 371.

M
öllers, (A

nm
. 36), S. 370 f.

BV
erfGE 68, 1 (85 f.).

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 529 f.

M
öllers, (A

nm
. 19), S. 528 f.

Z.B. M
atthias Cornils, (A

nm
. 24), Rn. 41 ff.; R

alf Poscher, Funktionenordnung des Grundgesetzes, in: W
olfgang H

off-
m

ann-Riem
/Eberhard Schm

idt-A
ßm

ann/A
ndreas V

oßkuhle (H
rsg.), Grundlagen des V

erw
altungsrechts, Bd. I, 2. A

ufl., 
C.H

.Beck, M
ünchen 2012, 

§8, Rn. 37.
V

gl. M
öllers, (A

nm
. 36), S. 253 ff.

V
gl. M

öllers, (A
nm

. 36), S. 373-376.
M

öllers, (A
nm

. 36), S. 373.
M

öllers, (A
nm

. 36), S. 373.

例
え
ば
、「
交
渉
中
の
政
府
が
、
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
ば
か
り
の
取
極
め
を
立
法
府
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
、
そ
し
て
、
議
会
に
よ
る
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規
律
が
そ
の
交
渉
場
面
を
構
造
化
し
、
条
約
の
発
展
に
随
行
す
る
場
合
は
、
外
交
上
の
法
創
設
へ
の
議
会
関
与
を
早
期
化
さ
せ
る
手
助
け
と
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（M

öllers, (A
nm

. 36), S. 373.

）。




